
（別紙）           動産総合保険内容 

 

１ 保険期間 

  この保険は、賃貸借契約成立後、物件が甲に引き渡された時に始まり、賃貸借契約が満了した時

に終了となる。 

２ 保険の対象となる損害 

  この保険は、別表１の物件について、保険期間中に保険の対象となる事故によって生じた損害を

補填するものである。保険の対象となる損害事故及び保険の対象とならない損害事故は、下記のと

おりである。 

（１） 保険の対象となる主な損害 

① 火災、落雷、破裂、爆発 

② 盗難 

③ 破損 

④ 濡損 

⑤ 物体の落下・飛来 

⑥ 車両の衝突および接触 

⑦ いたずらによる直接損害 

⑧ 風水災（台風、旋風、暴風雨など） 

（２） 保険の対象とならない主な損害 

① 故意、重過失による損害 

② 地震、噴火および津波による損害 

③ 自然の消耗・摩耗、または当該物件の性質によるかび、さび、変質、変色、虫喰い、ねずみ

喰い等による損害 

④ 物件の製造上、加工上の欠陥に起因する損害 

⑤ 偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害 

⑥ 物件の修理・清掃等の作業中における作業上の過失、または技術の拙劣によって生じた損害 

⑦ 紛失、または置き忘れによって生じた損害 


